
提

出

者
川

内

博

史
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六
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号

今
国
会
提
出
の
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
於
け
る
暫
定
措
置
廃
止
後
の
法
律
の
運
用
に
関
す
る

質
問
主
意
書
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今
国
会
提
出
の
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
於
け
る
暫
定
措
置
廃
止
後
の
法
律
の
運
用
に
関
す
る

質
問
主
意
書

本
年
三
月
五
日
提
出
の
「
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
（
以
下
「
法
案
」
と
い
う
。
）
に
於
い
て
、
著
作
権
法

附
則
第
四
条
の
二
（
以
下
「
附
則
」
と
い
う
。
）
を
廃
止
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
同
附
則
に
於
い
て
当
分
の
間
、
第
二
十

六
条
の
三
（
貸
与
権
）
を
適
用
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
「
書
籍
又
は
雑
誌
（
主
と
し
て
楽
譜
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
を

除
く
。
）
」
の
利
用
形
態
に
つ
い
て
、
本
年
一
月
十
四
日
公
表
の
「
文
化
審
議
会
著
作
権
分
科
会
報
告
書
」
（
以
下
「
報
告

書
」
と
い
う
。
）
に
於
い
て
も
何
ら
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
附
則
廃
止
後
の
利
用
に
係
る
状
況
の
変
化
が
詳
か
と
な
ら
な
い
事

例
が
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
前
記
の
事
実
を
踏
ま
え
、
本
法
案
に
於
い
て
附
則
を
廃
止
し
た
際
の
個
々

の
事
例
に
於
け
る
法
の
適
用
に
つ
い
て
質
問
す
る
。
な
お
、
同
様
の
文
言
が
並
ぶ
場
合
で
も
項
目
ご
と
に
平
易
な
文
章
で
答
弁

さ
れ
た
い
。

一

図
書
館
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
に
い
う
「
私
立
図
書
館
」
も
し
く
は
第
二
十
九
条
の

「
図
書
館
と
同
種
の
施
設
」
は
、
同
法
第
二
十
八
条
に
よ
り
「
入
館
料
そ
の
他
図
書
館
資
料
の
利
用
に
対
す
る
対
価
を
徴
収

す
る
こ
と
が
で
き
る
」
も
の
と
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
本
条
の
「
対
価
」
を
徴
収
す
る
場
合
は
著
作
権
法
第
三
十
八
条
第
四

一



項
の
「
営
利
を
目
的
と
せ
ず
、
か
つ
、
そ
の
複
製
物
の
貸
与
を
受
け
る
者
か
ら
料
金
を
受
け
な
い
場
合
」
の
要
件
（
以
下

「
著
作
権
法
第
三
十
八
条
第
四
項
の
要
件
」
と
い
う
。
）
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
、
附
則
廃
止
後
は
そ
の
設
立
・

運
営
趣
旨
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
、
権
利
者
な
い
し
権
利
者
よ
り
権
利
行
使
を
委
託
さ
れ
た
事
業
者
（
以
下
「
権
利
者
等
」
と

い
う
。
）
に
よ
る
書
籍
又
は
雑
誌
を
貸
与
に
よ
り
公
衆
に
提
供
す
る
行
為
（
以
下
「
貸
与
」
と
い
う
。
）
へ
の
規
制
が
及
ぶ

こ
と
と
な
る
の
か
。

二

私
立
の
学
校
法
人
が
そ
の
付
属
施
設
と
し
て
図
書
館
を
運
営
し
て
い
る
場
合
、
生
徒
か
ら
授
業
料
を
徴
収
し
て
図
書
館
の

運
営
費
用
に
充
て
る
行
為
は
著
作
権
法
第
三
十
八
条
第
四
項
の
要
件
の
う
ち
「
そ
の
複
製
物
の
貸
与
を
受
け
る
者
か
ら
料
金

を
受
け
な
い
場
合
」
に
該
当
せ
ず
、
附
則
廃
止
後
は
権
利
者
等
に
よ
る
貸
与
へ
の
規
制
が
及
ぶ
こ
と
と
な
る
の
か
。
ま
た
、

本
年
四
月
よ
り
株
式
会
社
に
よ
る
学
校
経
営
が
特
区
制
度
に
よ
り
実
施
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
当
該
学
校
組
織
の

付
属
施
設
と
し
て
設
置
さ
れ
る
図
書
館
は
著
作
権
法
第
三
十
八
条
第
四
項
の
要
件
の
う
ち
「
営
利
を
目
的
に
せ
ず
」
に
該
当

せ
ず
、
附
則
廃
止
後
は
権
利
者
等
に
よ
る
貸
与
へ
の
規
制
が
及
ぶ
こ
と
と
な
る
の
か
。

三

鉄
道
会
社
の
中
に
は
乗
客
の
利
用
に
資
す
る
た
め
駅
に
図
書
館
法
第
二
十
九
条
の
「
図
書
館
と
同
種
の
施
設
」
で
あ
る

「
文
庫
」
を
設
置
し
、
書
籍
又
は
雑
誌
を
無
償
で
貸
与
し
て
い
る
事
例
が
見
ら
れ
る
が
、
当
該
行
為
は
、
営
利
を
目
的
と
し

二



た
会
社
組
織
が
乗
客
の
増
進
を
目
的
と
し
て
設
置
し
た
も
の
で
あ
り
、
著
作
権
法
第
三
十
八
条
第
四
項
の
要
件
を
い
ず
れ
も

満
た
さ
な
い
も
の
と
し
て
、
附
則
廃
止
後
は
権
利
者
等
に
よ
る
貸
与
へ
の
規
制
が
及
ぶ
こ
と
と
な
る
の
か
。
他
方
、
類
似
の

行
為
を
地
方
自
治
体
の
教
育
委
員
会
等
が
市
営
交
通
機
関
の
駅
に
於
い
て
実
施
し
た
場
合
は
、
著
作
権
法
第
三
十
八
条
第
四

項
の
要
件
を
い
ず
れ
も
満
た
す
も
の
と
み
な
さ
れ
、
附
則
廃
止
後
も
権
利
者
等
に
よ
る
貸
与
へ
の
規
制
は
及
ば
な
い
こ
と
と

な
る
の
か
。

四

大
手
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
中
に
は
児
童
の
利
用
に
資
す
る
た
め
図
書
館
法
第
二
十
九
条
の
「
図
書
館
と
同
種
の
施

設
」
と
し
て
の
文
庫
を
店
内
に
設
置
し
て
い
る
事
例
も
見
ら
れ
る
が
、
運
営
主
体
が
株
式
会
社
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
著
作
権

法
第
三
十
八
条
第
四
項
の
要
件
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
設
立
・
運
営
趣
旨
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
附
則
廃
止

後
は
権
利
者
等
に
よ
る
貸
与
へ
の
規
制
が
及
ぶ
こ
と
と
な
る
の
か
。
ま
た
、
こ
う
し
た
形
態
に
よ
っ
て
児
童
へ
の
書
籍
又
は

雑
誌
を
貸
与
に
よ
り
提
供
す
る
行
為
を
著
作
権
法
に
於
い
て
禁
止
す
る
権
利
を
付
与
す
る
こ
と
は
子
ど
も
の
読
書
活
動
の
推

進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
三
条
（
国
の
責
務
）
に
反
し
、
権
利
者
等
が
附
則
廃
止
後
に
本

権
利
の
行
使
に
よ
り
貸
与
を
禁
止
す
る
行
為
は
同
法
第
二
条
（
基
本
理
念
）
及
び
第
五
条
（
事
業
者
の
努
力
）
に
反
す
る
も

の
で
は
な
い
の
か
。

三



右
質
問
す
る
。

四


